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論　　説

　抄　録　近年の企業のグローバル化に伴い，その知財活動においてもグローバル化が進んでいる。
また，AI，IPランドスケープ等，データ活用の可能性が広がりつつあることを受け，グローバルな知
財情報を正確且つタイムリーに収集・管理し，活用するニーズが高まってきている。当委員会では，
より効率的な知財活動が行える環境を構築することを目標に，スムーズなデータ管理が困難である外
国案件も含め，電子化されたグローバルな知財情報をワンストップで取得可能なグローバルドシエサ
イトに着目して研究を行った。グローバルドシエサイトは各国サイトで機能が異なることから，その
利用実状を調査し企業が活用するための課題を抽出した。それら課題について具体的な解決方法を検
討し，ユーザーとしての意見や要望を特許庁に提言した。更に，知財システム（企業の管理システム，
特許庁システム）の将来像としてAPI連携構想を描き，仕様を具体的に考察し特許庁に提言した。
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1 ．	はじめに

1．1　研究の背景

近年の企業のグローバル化に伴いその知財活
動においてもグローバル化が求められており，
世界各国の複雑な法制度を理解し，タイムリー
且つ正確に知財に関する情報（以下，知財の案
件に関する書誌情報，審査情報，包袋書類等の
総称を「知財情報」とする。）を収集，管理す
ることが重要となっている。
出願人は，特許庁との間の提出書類及び発送

書類に記載されている内容から，自らの案件に
関する多くの知財情報を収集している。日本案
件の場合，出願人は日本特許庁（以下JPO）提
供のインターネット出願ソフトを介し，JPOと
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の書類の授受を行うことができる。その書類の
電子データの形式が，コンピューターが情報を
項目として読み取ることに適したXML形式で
あることから，企業にとって必要な知財情報を
手作業による転記等の工程を経ることなく，電
子的に企業の管理システム等に取り込める環境
ができている。
一方，外国案件では，書類の形式がXML形
式ではないものが大半を占めている。そのため，
企業の管理に必要な知財情報を取得し管理シス
テムで管理するためには，国毎に異なる様式や
電子データ形式に合わせ，手作業で知財情報を
管理システム等に入力しなければならない。
つまり，日常的に膨大に発生する知財情報を，
出願人である企業が正確且つ効率的に取得・管
理し，知財活動に活用していくことは未だ困難
な環境にあると言える。
当委員会では，特に外国案件について，電子
データの流通及び管理環境が出願人にとって不
十分であり，その管理が大きな負担となってい
ることに着目し，正確かつ効率的に各国知財情
報を得ることがより良い知財活動に繋がると考
え，調査・活動を行った。

1．2　2018年度の活動

前述の背景を踏まえ，当委員会は2018年度，
電子化されたグローバルな知財情報を出願人が
ワンストップで取得可能な手段として，各国特
許庁が運営しているグローバルドシエサイトに
着目をした。
近年，日・米・欧・中・韓及びWIPO間で，
審査における不要な重複業務の根絶に向けた活
動が行われているが，グローバルドシエとはそ
の取り組みの一つであり，各国特許庁の審査官
間で審査情報を共有するために各国特許庁が保
有しているドシエ（包袋）情報などを仮想的に
統合したもので，審査官向けのみならず一般公
衆向けにも一元的に提供されているポータルサ

イトサービスのことをいう。
一般公衆向けサイトのリリースは2014年度か

ら国ごとに順次始まり，JPOは2016年７月より
特許情報プラットフォーム（J -PlatPat）を通
じて，「ワン・ポータル・ドシエ（OPD）」と
いう名称でサービスを開始している。
グローバルドシエサイトのユーザーインター

フェースは，各国特許庁が独自で開発したため
国ごとに異なるが，基本的なサービス内容とし
ては，五大特許庁に出願された関連案件，いわ
ゆるファミリーの書誌情報や審査情報，包袋書
類を一度に参照することができる。また，非英
語圏である日・中・韓の包袋書類については機
械翻訳による英訳文を参照することができる。
その他，五大特許庁及びWIPO-CASE参加特許
庁１）も含めたファミリー一覧の表示や，引例情
報一覧の表示をすることができるのが主な特徴
である。
当委員会では，2017年度に日本サイトについ

て利用実状調査・課題抽出・JPOへの提言を行
うと共に，グローバルドシエサイトを有効活用
した知財システムの将来像の提案を行った２）。
2018年度は日本サイト以外にも着目し，効率
的な知財活動のためのグローバルな知財情報の
取得という観点で調査，活動を行った。活動の
プロセスとしては以下の通りである。まず，各
国サイトが現在実際にどの様に利用されている
のか，利用する中でユーザーは何を要望として
持っているのか，という実状と，各国サイトの
最新機能とを把握する事で，ベストプラクティ
ス（どの用途でどのサイトをどう活用すべきか）
をまとめた。次に，調査から見えた課題に対す
る対応として詳細な調査や特許庁への提言，働
きかけを行った。
更に，将来的な知財システムのあるべき姿に
ついて，より具体的な提案を行ったので紹介す
る。
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2 ．		グローバルドシエサイトの利用実
状に関する調査

2．1　アンケートの概要

各国グローバルドシエサイトの利用実状を調
査し，各国サイトの有効利用方法，課題を把握
することを目的として，2018年度当委員会参加
企業30社を対象にアンケートを実施した。
〈主なアンケート項目〉
（1）グローバルドシエサイトの利用状況
（2）各国サイトの利用目的，理由
（3） 現行サービスへの意見，要望（各国サイ

ト，共通）

2．2　アンケートの集計結果

アンケートの集計結果とそれに基づいた考察
を以下に述べる。

（1）利用状況
全回答企業の約８割がグローバルドシエサイ
トを利用しているという回答であり，残りの２
割が利用していないという結果であった。同サ
イト機能の認知不足，導入済のシステムや各国
の庁サイトなどで業務可能であり特に必要とし
ていない，という回答が，利用していない理由
として挙げられた。
主に利用するサイトは日本サイトが約７割，
欧州サイトが２割，残りはその他のサイトとい
う回答であった。全体的な傾向としては，昨年
度から大きな変動は無いことが分かった。

（2）利用目的，理由
主な利用目的として，各国サイト共通で自社
及び他社案件の出願国とその審査経過の確認に
利用しているという回答が多数を占めていた。
各国サイトに焦点を当てると，日本サイトで
は，日本語インターフェースやファミリー横並

び表示機能により案件状況が確認し易いという
回答が多数を占めていた。主な利用目的となっ
ている出願国とその審査経過の確認もファミリ
ー横並びで確認可能な日本サイトで行われるこ
とが多い様である。
日本サイト以外の主な利用理由は，現地案件
の場合に利用しているという回答が多数を占め
ていた。現地サイトが速報性や信用性に最も優
れているというイメージがあり，現地案件の経
過情報確認を行う場合に利用されている様であ
る。一部ではあるが，各国独自の機能や制度に
対応するために利用しているというケースも見
受けられた。
米国サイトでは，特許期間の調整（Patent 

Term Adjustment）の確認に使用していると
の回答があった。
欧州サイトでは，INPADOCによるファミリ
ー情報の取得やファミリー単位での引例閲覧・
ダウンロードに優れているという回答も見られ
た。また，欧州や米国サイトの案件画面を開く
ダイレクトリンクを，自社管理システムに配置
しているという回答もあった。
中国サイト及び韓国サイトについては回答自
体が少なく，そのサイト独自の利用方法の言及
も無かった。サイト独自の機能について認識が
されていないため，積極的な利用に至っていな
いものと予想される。

（3）現行サービスへの意見，要望
日本サイトは利用者も多く，様々な回答が寄
せられたが，主な要望として書類の一括ダウン
ロードや各案件へのダイレクトリンクといった
要望が挙げられている。
他国サイトは日本サイトに比べると全体的に
回答が少なかったが，中国サイトでは，読込に
時間がかかるなどアクセスの改善や保管される
べき書類が格納されていない，格納が遅いとい
う指摘が見受けられた。
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韓国サイトは表示言語がハングル文字のみで
あり，日本語インターフェース導入の要望があ
った。
各国共通の主な要望としては，五大特許庁以
外の対象国増加，サービス稼働時間の拡大，各
国サイトにおける機能や保管書類の統一化など
が挙げられている。
今回のアンケートを踏まえると，グローバル
ドシエサイトは昨年同様多くのユーザーに利用
されていることから，全般的に利用が浸透して
きており，さらなるサービスや機能の拡充が求
められているということが分かった。
一方で日本以外の各国サイトの利用について
は，自国案件の閲覧が主な利用理由であり，独
自の機能や現状については認知されていない部
分も多いということが分かった。
各国サイトの機能や状況について調査を行
い，グローバルドシエサイトの活用へ繋げるこ
とでユーザーにとってより効率的な知財活動の

実現が可能になると考えられる。

3 ．	現行サイトの課題と対応

本章では，各国サイトの機能に関する調査結
果，その特徴を活かした活用事例，当委員会で
の調査結果を基にJPOやグローバルドシエタス
クフォース（以下GDTF３））会合にて提言した
内容について述べる。

3．1　各国サイトの最新機能

各国サイトの基本情報について，最新化を行
った。（表１）グローバルドシエサイトは国に
よってインターフェースや機能が異なるため，
各国サイトに実際にアクセスし，機能の違いや
特徴を確認した。まず，各国グローバルドシエ
サイトのアクセス方法と構成の違いについて述
べる。日・米・中・韓のサイトはグローバルド
シエサイト専用画面にアクセスし，案件検索を
行い，各種一覧の表示や出力を行う。一方，欧

表１　各国グローバルドシエサイトの基本情報
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表２　各国グローバルドシエサイトの活用事例一覧

州サイトはEspacenetの案件検索後の画面か
ら，該当案件の包袋参照機能としてグローバル
ドシエサイトにアクセスする構成であり，各種
一覧の表示や出力はEspacenetの充実した機能
を活用する仕組みである。
また，欧・中のサイトは，参照案件が自国か

自国以外かによって，画面や機能が異なる。検
索時に案件を自動的に判別して該当画面が開く
ため操作性に問題はないが，案件によって表示
や機能が異なることにより違和感がある。
サイトの利用において特徴的なのは，中国サ

イトのユーザー登録と利用時の認証である。ユ
ーザー登録は，携帯番号，電子メール，パスワ
ードに加え，携帯番号に送信されるメッセージ
（SMS）に記載された認証コードを入力し登録
する必要がある。当委員会において，理由は不
明だが登録が出来なかった事例もあり，利用の
ハードルが高くなっている。
次章では，各国サイトの機能と特徴について

紹介する。

3．2　各国サイトの活用事例

当委員会では，2017年度にJPOのワン・ポー
タル・ドシエに着目し，利用する際のメリット
などを具体的な活用事例として紹介するととも
に，問題点と課題の調査を実施した。合わせて
それらの課題について日本サイト以外の各国サ
イトの対応状況を確認した。2018年度は各国サ
イトの機能や操作の特徴をより詳細に確認し，
2017年度に紹介した具体的な活用事例におい
て，どのサイトのどの機能を活用すると良いか
をまとめた（表２）。
続けて，各機能の具体的な活用方法を紹介す

る。

（1）包袋並列表示の活用（日本，韓国）
日本および韓国サイトの各国案件の包袋を並

列表示する機能について，活用事例を以下の通
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り述べる。
〈活用事例〉
まず日本サイトにおいては，同ファミリー内
の案件から選択した４件まで並列表示すること
ができる。また，書類グループによるフィルタ
リング機能やファミリーIDでのソーティング
機能を組み合わせることで，比較対象の案件や
その包袋を効率よく選択して検討することがで
きる（図１）。
また韓国サイトにおいては，同一画面で同フ
ァミリー内の案件を５件まで表示可能であり，
また６件以上でも横スクロールで並列表示する
ことができるため，比較対象の案件が多い場合
に有用である（図２）。
これらの機能はファミリー内の各案件の権利
形成過程の比較に有用なため，自社OA応答時
や他社権利への対応時（有効性検討時）などに
活用することができる。

（2）アラート機能の活用（欧州）
欧州サイトにおけるアラート機能（書類が発
行された際にユーザーに通知する機能）の利用
手順及び活用事例について以下の通り述べる。
〈利用手順〉（図３）
①  INPADOC Patent Family画面より，アラ
ートを受取りたい案件のグローバルドシ
エを選択

② RSSもしくはＥメールで登録を行う
〈活用事例〉
通知方法は利用環境により異なるが，新しく
書類が発行された際に通知され，ワンクリック
で該当書類の確認が可能である。本機能は，
2019年１月時点で欧州及び中国案件で利用可能
となっており，今後も拡大予定である。自社重
要出願や他社注目出願の進捗状況をタイムリー
に把握することが可能となるため，自社OA応
答時や他社権利への対応時などでの活用が考え
られる。

（3）中国書類確認（中国）
中国サイトは中国出願案件の書類確認におい

て有用なため，その活用事例を以下の通り述べ
る。
中国出願案件の表示は，左側に審査書類のタ

イトルと日付の一覧が表示され，審査書類のタ
イトルをクリックすると書類が閲覧できる仕組
みになっている。
しかし，書類が閲覧できるのはタイトルが黒

く表示されている審査書類のみで，灰色に表示
されている審査書類は閲覧することができない。
このように，中国の審査書類は閲覧できない

書類が多数存在する。また，閲覧できない書類
は，中国以外のサイトから参照するとリストに
表示されておらず，書類の有無自体が確認でき
ない。閲覧できない書類で代表的なものには弁
明書（意見書）がある。
中国サイトであれば，審査書類の内容までは

特定できないものの応答の有無は確認すること
ができる（図４）ため，他社中国案件について
庁からのOAに対して応答したかどうかを確認
する場合に，中国サイトが有用である。

（4）引例一括確認（欧州）
欧州サイトにおける引例の一括確認の利用手

順および活用事例について以下の通り述べる。
〈利用手順〉（図５）
① �EspacenetのPatent Family画面にある
CCD（Common Citation Document）への
リンクから対象ファミリーの引例画面を
開く。

② 各国案件の引例リストを確認
③  Exportのリンクから引例リストをダウン
ロード

④  ダウンロードしたリストからも各案件の
書誌画面へダイレクトリンクが可能

〈活用事例〉
同一ファミリーの各案件に引かれた引例を一
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図１　〈日本サイト〉包袋並列表示の活用

図２　〈韓国サイト〉包袋並列表示の活用

図３　〈欧州サイト〉アラート機能の活用
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括で閲覧したりダウンロードしたりすることが
できるため，外国代理人への説明や管理システ
ムへのデータ取込に有用であり，IDSや外国出
願，他者からの特許譲渡やライセンスの場合に
活用することができる。

（5）書類リストダウンロード（米国）
米国サイトの書類リストダウンロード機能

（各国書類一覧画面の情報を出力する機能）に
ついて，利用手順及び活用事例を以下の通り述
べる。
〈利用手順〉（図６）
・各国案件別ダウンロード
① 各国案件のドシエ画面を表示
② 「Download Document List」を選択
③ �ファイルフォーマットを選択（CSV若し

図４　〈中国サイト〉中国書類確認

図５　〈欧州サイト〉引例一括確認
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くはPDFファイル）
・ファミリー一括ダウンロード
① �ファミリー一覧画面でダウンロードした
い国の「Add to」を選択

②  全ての国を選択した後，「Collections」か
ら「Download」を選択

〈活用事例〉
書類名称や日付情報を一覧でダウンロード可
能なため，ファミリー案件の経緯を把握したい
場合や他者から特許の譲渡若しくはライセンス
を受けた案件を自社管理システムに取り込む場
合に本機能の活用が考えられる。

（6）包袋一括ダウンロード（韓国）
韓国サイトにおける包袋一括ダウンロード機
能の利用手順及び活用事例について以下の通り
述べる。
〈利用手順〉（図７）
① �審査書類一覧の上部にある「『다운로드』
（ダウンロード）ボタン」を押すと，審査

書類リスト画面に遷移する。
②��審査書類リスト右側列のチェックボック
スにチェックを入れてダウンロードする
審査書類を選択する。（「原文」と「英訳」
の２種類がある書類は，チェックボック
スが２段になっており，上段が「原文」，
下段が「英訳」になっている。）

③ �「『다운로드』（ダウンロード）ボタン」を
押すことでダウンロードが実行される。

〈活用事例〉
審査書類を各国の案件でまとめてダウンロー

ドできるため，特許管理システムに審査書類を
まとめて取り込む際に利用できる。必要に応じ
て審査書類の選択や「原文」書類と「英訳」書
類の選択が可能である。
ダウンロードの対象は，韓国以外の各国の審

査書類が対象になっており，韓国案件の審査書
類のダウンロードはKIPRISを利用する必要が
ある。

図６　〈米国サイト〉書類リストのダウンロード
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（7）ダイレクトリンク（欧州，米国，韓国）
欧州，米国，韓国サイトのダイレクトリンク

機能について，活用事例を以下の通り述べる。
〈活用事例〉
公報番号などをキーにして，包袋画面を直接
開けるリンクの生成が可能なため，自社管理シ
ステムにリンクを設定することで，ワンクリッ
クで包袋にアクセスする環境の構築が可能にな
る。素早く最新包袋にアクセス可能になると共

に，特許権が消滅した案件はリンクのみ保持（実
ファイル削除）などの運用により，包袋のスリ
ム化にも寄与する。直接閲覧可能なリンク先と
URL仕様を表３にまとめた。

3．3　実状調査から見えた課題

各国サイトの強みを生かすことにより，企業
の知財活動においてグローバルドシエサイトが
有効に活用できることが分かった。一方で各国

図７　〈韓国サイト〉包袋一括ダウンロード

表３　〈欧州／米国／韓国サイト〉ダイレクトリンク一覧
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サイトを比較することにより，機能以前の基本
的な部分である，収録情報（データ範囲や付与
情報等）について各国サイト共通の課題がある
ことが分かった。また，各国サイトの最新機能
を把握する活動を通して，JPOのOPDの機能改
善案をまとめた。
それらを踏まえ本章では，当委員会が行った
課題解決のための検討内容及びJPOとGDTF会
合への提言内容を紹介する。

3．4　課題への対応

当委員会では以下に挙げる課題に対し，JPO
との意見交換会において意見や要望を伝える，
JIPA国際政策PJと連携してGDTF会合に参加
して各国ユーザー団体と共に改善を要望するな
どの取り組みを行っている。

（1）収録範囲
各国サイトで閲覧可能な各国案件には，出願
日から20年以内でも収録されていない出願があ
り，またその収録範囲には前述表１記載のよう
な違いがある。特に中国案件については拒絶さ
れた案件は収録範囲内の出願日であっても掲載
されていないことが多く，注意が必要である。
本課題については，GDTF会合において問題
提起し，各庁に対して収録範囲の現状および今
後の拡充スケジュールの開示を要望した。

（2）収録国
各国サイトは，五庁間相互の審査書類を閲覧

できるだけでなく，それぞれ独自に閲覧可能な
国が追加されており，必要に応じて使い分けれ
ばより多くの国の審査書類を閲覧することが可
能である。各国サイトの収録国については，前
述表１を参考にされたい。
なお，各国サイトのファミリー情報は

INPADOC DBを参照しているため，各国の公
報が発行されてからファミリー情報が反映され
るまで（例えば，基礎出願案件を閲覧した場合
にファミリー案件も表示されるまで）にタイム
ラグがあり（図８），タイムラグは国により差
があることが分かった。欧州案件の情報が即日
反映されるのに対して米国案件は０～１日後，
中国案件は２～４日後に情報が反映される。日
本案件は９～11日，韓国案件は15～18日の遅れ
があり，特に日本，韓国案件のタイムラグが長
いことが判明した。情報が反映されるまでの期
間が長いとファミリーの有無の誤認や，ファミ
リー情報反映後，再度審査情報を調べ直す必要
があるなどの弊害が想定される。
タイムラグの原因については特定されていな

いが，この調査結果を受け，GDTF会合におい
てINPADOC DBへのファミリー情報のタイム
リーな反映を要望した。

図８　ファミリー情報反映のタイミング
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（3）収録書類
中国の審査書類について，タイムラグや他国
の審査書類と比較して公開されていない書類が
あることが判明した。
登録査定の書類については，実際に査定が下
りてから，公開されるまでに約20日のタイムラ
グがあることが分かった。なお，審査書類（登
録査定）の内容が確認可能な時期は中国とそれ
以外の国のサイトとで同一であったが，中国サ
イトでは，審査書類（登録査定）が非公開の状
態で「登録査定」があった旨審査書類一覧に表
示されていた。このことから，中国出願の審査
経過を早期確認するためには中国サイトを活用
する必要がある。
また，中国の審査書類は，他国サイトでは公

開されている書類でも非公開になっている場合
がある。弁明書（意見書）は非公開であるため，
出願人の反論内容を確認することができない。
なお，審査経過を確認するために中国サイトが
活用できることは前述の通りである。
このように中国の審査書類は公開までに日数

を要する書類や，非公開の書類が存在する。必
要な書類がタイムリーに公開される様，引続き
GDTF会合において働きかけて行く必要がある。

（4）書類グループ（Document	Group）
包袋の各書類には，書類グループと呼ばれる

分類が書類の内容に応じて付与されている。
Application（出願書類），First Action（一次
審査）等の分類があり，日本および米国サイト
では，書類グループを用いて書類をフィルタリ
ングすることができる。特に日本サイトにおい
ては前述の比較表示機能と組み合わせられるた
めより利便性が高い（図１）。
一方で当委員会の調査により，各国における

各書類グループの分類や運用が統一されておら
ず，比較しにくい書類グループがあることが判
明している。表４は，主な書類グループについ
て，どの書類にどの書類グループが付与されて
いるのかを各国で比較したものである。例えば，
中国案件の出願書類や韓国案件の中間書類は他
国案件と書類グループが異なるため，注意が必
要である。
本課題に対しては，GDTF会合で書類グルー

プの分類や運用の標準化を提案した。

（5）ファミリーID
日本サイトのファミリー一覧画面では，各国

サイトの中で唯一ファミリーIDを表示してい
る。ファミリーIDはシンプルファミリー４）単

表４　各国における主な書類グループ（Doc	Group）付与状況比較
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位で付与されており，複雑なファミリー（複数
のファミリーID）を持つ案件においてシンプ
ルファミリーのみに絞り込む場合に有用である
が，現在はソート機能しか備わっていないため，
実際にシンプルファミリーのみに絞り込むのは
困難である。
そこで，ファミリー情報欄の各ファミリー表

示部分に【シンプルファミリー一覧】ボタンを
追加し，ワンクリックで絞り込み可能な機能の
実装をJPOに提案した。

（6）経過情報との相互リンク
グローバルドシエを利用している際に最新ス

テータスを確認したいニーズがあるが，現在は
どの国のサイトでもドシエ画面上でステータス
を確認することはできない。日本案件の場合に
はJ -PlatPatの経過情報検索を利用することに
なるが，ドシエサイトとは別機能なので，確認
する際には再度検索を行う必要がある。
そこで，ドシエ画面の日本案件表示部分にワ

ンクリックで経過情報画面を開く機能と，経過
情報画面にワンクリックでドシエ画面を開く機
能とを設け，相互リンク可能にすることをJPO
に提案した。なお，ドシエ画面に最新ステータ
スを表示することはCNIPAがリード庁となり
検討されており，今後も進捗を確認して行く。

4 ．	知財システムの将来像

当委員会では，2017年度の活動において知財
システムの進化とユーザー意識の変化を踏ま
え，各国特許庁，企業，情報提供ベンダの各シ
ステムがAPI５）連携する三位一体最適DB構想
を提案し，正確なデータをタイムリーに利用す
ることを最小工数で実現することで，ユーザー
が「データの管理」から「データの活用」へと
注力点をシフトさせた姿を将来像として描い
た。2018年度の活動において上記構想の具体的
な提案を行ったので，その内容を紹介する。

4．1　APIについて

経産省デジタル・ガバメント中長期計画６）に
おいて，JPOの具体的な取組みとしてAPI提供
が検討されていることを受け，必要な項目，取
得可能なデータの範囲，提供ステップなどにつ
いてより具体的なニーズの提示が必要となり，
当委員会として下記を提示した。
・項目：書誌データ全般，各種期限日，包袋
・データ範囲：自社データ
・ステップ：自社公開，自社未公開，更新系

今後も適切なタイミングでユーザーニーズの
提示を行っていく予定である。

4．2　知財システムのあるべき姿の考察

今後のAPI展開状況を踏まえ，知財システム
のあるべき姿の考察を行った。
現在は特定の庁（EPOなど）についてダイレ

クトリンクで閲覧可能になっている段階だが，
近い将来参照系API（庁データの参照のみを行
う仕組み）が開放されることにより，多くのデ
ータが閲覧のみではなく分析などで利用可能に
なり，また，最終的には更新系API（庁データ
の編集を行う仕組み）の開放によりユーザーの
システムから直接庁データの更新が可能になる
ため，電子的流通を最大化し管理工数を最小化
することが可能になると思われる（図９）。
つまり，庁とユーザーのシステムがインタラ

クティブにつながることで，より良いデータを
タイムリーに活用可能なシステムへと進化して
いくと考えている。

5 ．	おわりに

当委員会では2017，2018年度と２年継続して，
グローバルな知財情報を電子データで取得する
手段の一つであるグローバルドシエサイトに着
目し，各国サイトの機能や特徴を確認し，具体
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的な事例での活用可能性を検討した。また様々
な課題について調査を行い，改善要望をまとめ，
JPOやGDTF会合へ提言を行った。
当委員会では，今後も各国庁から提供される
システムや情報について調査し，有効な活用方
法の検討を行っていく。また，JPOや関係する
組織に対する働きかけを積極的に行い，ユーザ
ーの効率的且つ正確な知財情報取得を実現する
ことで，企業の知財活動がより良い環境となる
ように活動していきたい所存である。
なお本稿は，2018年度情報システム委員会第
１小委員会のメンバーである三井雄士（本田技
研工業），中馬真子（パナソニック），池田哲（ソ
ニー），梅本信一（ウシオ電機），佐藤洋明（東
芝IPRソリューション）が執筆した。

※本稿にて参照しているJ -PlatPatの画面は
2019年５月の機能改善前のものであり，最新版
の画面とは異なる点に留意されたい。

注　記

 1） 世界知的所有権機関（WIPO）が提供する，特
許の出願・審査情報（ドシエ情報）共有ネット
ワークであるWIPO-CASE（Centralized Access 
to Search and Examination）に参加している庁。

 2） 知財管理Vol.68 No.7 pp.924 -936（2018）「効率的
な知財活動のためのグローバルドシエの現状調
査と課題への活動」

 3） 五大特許庁およびその各国ユーザー団体の代表
からなり，グローバルドシエの改善をリードす
る組織体

  https://www.fiveipoff ices .org/industry -
consultation/GDTF

 4） 優先権番号構成が同一の文献グループ
 5） Application Programming Interface（システム

同士が互いに情報をやりとりする為の仕組み）
の略称。

 6） デジタル・ガバメント実現に向けた経済産業省
の方策

  https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/
siryou/19keizai/honbun.pdf

（URL参照日は全て2019年３月28日）

（原稿受領日　2019年３月29日）

図９　システム進化イメージ
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